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パターン／カラー

※画像は反転しないで下さい。文字が逆になってしまいます。

推奨パターン A

モノクロ

推奨パターン B

後ろ向きパターン C 中腰パターンD

たらい船パターン E 最小使用サイズ

約 40 ｍｍ

約 28 ｍｍ
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ロゴマーク

キャラクターとロゴの使用例
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　縦横の比率を変えないこと。
　指定したデザインカラー以外の色を使用しないこと。
　デザインの上に他の要素（文字・図形等）を重ねないこと。
　原則として最小使用サイズ（基準参考値）以下で使用しないこと。
　協議会の許諾を得ないで、デザインの変形・反転・省略・加筆等の改変を行わないこと。
　その他、キャラクター及びロゴマークの視認性を損なわないよう留意すること。

※デザインの一部または全部を著作権法の定める範囲を超え、無断で複写・転載・再配布
　しないこと。
※使用者は一切の商標登録または意匠登録その他の登録をしないこと。

デザインのルール

使用規定の概要
キャラクター等の使用に当たっては、「佐渡天然ブリカツ丼」イメージキャラクター等の使用に
関する要綱（以下「要綱」という）の規定を遵守してください。要綱の概要は以下のとおりです。

使用料が免除される場合（使用申請書の提出も不要です。）
　○国又は地方公共団体が使用するとき。
　○学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する学校が教育の目的で使用するとき。
　○佐渡市又は佐渡市教育委員会が共催する行事に使用するとき。
　○佐渡市民公益活動団体が市民公益活動の実施において使用するとき。
　○その他会長が特に認めたとき。

使用申請書の提出が不要な場合
　○第４条各号のいずれかに該当するとき。（要綱参照）
　○佐渡ご当地グルメ普及促進協議会の協賛事業で使用するとき。
　○佐渡観光協会等が観光の振興又は産業の振興の目的で使用するとき。
　○報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
　○個人が非営利目的で佐渡天然ブリカツ丼の情報発信に使用するとき。
　○その他会長が特に必要と認めたとき。

※申請承認後、協議会と使用許諾契約を別に締結していただきます。

使用規定についての詳細はお問い合わせください。
なお、平成 25 年３月 31 日以前にキャラクター等の使用を承認された申請者は使用期間の満了日まで
以前の規定により使用できます。

商品等（商品・景品）以外での使用 使用申請書の提出が必要となります。

商品等（商品・景品）での使用 使用申請書の提出と使用料の納付が必要となります。



6

商品等

商品等

受理・審査

承認

様式第 4 号

様式第 5 号 様式第 6 号 様式第 7 号

使用不可

使用不可

使用開始

使用開始

契約締結

キャラクター等
使用承認申請書

申請書不要の場合があります。
（P5「使用規定の概要」参照）

キャラクター等
使用不承認通知書

キャラクター等
使用中止届出書

キャラクター等
使用承認通知書

キャラクター等
使用承認取消通知書

キャラクター等
使用内容変更届出書

キャラクター等商品等
使用承認申請書

様式第 1 号様式第 2 号

様式第 3 号

使用許諾契約書

YES NO

YES NO

YES NO

締結した日から 30 日以内に振り込む
（手数料はキャラクター等使用者の負担）

「佐渡天然ブリカツ丼」イメージキャラクター等の使用に関する要綱概要

第 5条各号の
規定に該当 使用内容

の変更
使用中止

販売前に成果物の提出

申請者→協議会会長に申請
協議会会長→申請者に通知

キャラクター等使用手続きの流れ
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